
一般社団法人エゾシカ協会 2019年度定時総会 

 

日 時：2019年 5月 25日（土）14：30 〜 

会 場：北海道立道民活動センター 730会議室 

 

- 総 会 次 第 – 

 

１．開会  

２．代表理事挨拶  

３．来賓挨拶  

４．議長選出  

５．議事録署名人選出  

６．議事議案 

議案第 1号：2018年度活動報告  

議案第 2号：2018年度収支決算案、監査報告 

議案第 3号：2019年度活動計画案 

議案第 4号：2019年度収支予算案   

議案第 5号：監事の選任について（第 12条の（２）） 

議案第 6号：事務所の移転に伴う定款の変更について（第 12条の（５））   

議案第 7号：短期借入金  

議案第 8号：その他 

 
 

報告：正会員・賛助会員数について 

  
年度 団体 個人 賛助 計 

2017 56 53 17 126 

2018 50 54 20 124 

2019 48 61 20 129 



- 議 事 議 案 – 

【議案第 1号：2018年度活動報告】 

（１）認証事業等 

●シカ捕獲認証（DCC）制度 

・DCC1講習会を 8月に 2コース開催し 20名が受講（18名を認証） 

・酪農学園大学カリキュラム連携で学生 7名受験（5名を認証） 

・DCC２は現在２名を認証（1名は審査中） 

・委員会４回開催、DCCネットワーク研修会２回開催 

●AAOエゾシカ料理マイスター認定 

・7名を新たに認定し、マイスターは計 30名となった。 

（２）調査事業等 

●「平成 30年度洞爺湖中島エゾシカ管理推進業務」（環境省） 

・エゾシカの低密度を維持し、効果的な捕獲の手法検討、また生息数 0に向けた手法検討のため、

捕獲を実施。 

●「平成 30年度エゾシカ利用推進モデル実証事業地域（皮革原料基礎調査）委託事業」（北海道） 

・エゾシカ革の特性を生かした活用方法を検討するため、質の高いエゾシカ皮革原料を得る方法に

ついて、聞き取り・現地調査を実施。 

●「平成 30年度鳥獣被害防止総合対策交付金（鳥獣被害対策基盤支援事業）」（農水省） 

・適切な衛生管理の知識および技術を有し、屋内外での衛生的な解体処理技術を備えた捕獲者を育

成する研修制度の検討。 

●「都市近郊林におけるエゾシカ捕獲業務」（株式会社ヴィレッジロード） 

・都市近郊林におけるシカの試験捕殺および生体捕獲を実施。 

（３）委員会等  

・利活用技術指導者育成事業（農水省）検討委員会 3回開催 

（４）セミナー企画、シンポジウム開催等  

・おいしいエゾシカ学（札幌市生涯学習センター）企画協力（10月 26、27日） 

・認定鳥獣捕獲等事業者講習会講師 2回 

・高速道路料理コンテスト委員（8月） 

・愛知県健康福祉部主催の衛生的なシカの解体実習講師 1回 

・第 12 回まるやま野生動物カフェ「楽しいエゾシカ観察入門 ～あらためてシカの生態や行動を

学ぼう～」講師 1回 

・第 18 回野生生物と交通研究発表会（一社）北海道開発技術センターと共催（2 月 19 日） 

（５）エゾシカ協会 20 周年記念事業 

・エゾシカ協会 20周年記念シンポジウム「エゾシカ管理の未来に向けた提言」開催（5月 20日） 

・エゾシカ管理の将来像を提案するグランドデザインを作成し、知事に手交（7月 9日） 

（６）その他 

・総会及びセミナーを開催（5月 19 日） 

・ニュースレター45号（10月 20 日），46号発行（3月 31日） 



【議案第 2号：2018年度収支決算】  

 

 

損益計算書 2018年4月1日～2019年3月31日
金額（収益事業） 金額（非収益事業） 金額（合計）

営業損益
売上高

売上高（会費） 1,625,000
売上高 13,911,525

15,536,525
売上原価

仕入高 183,390
外注加工費 151,135 1,108,259

1,442,784
売上総利益 14,093,741

販売費及び一般管理費 11,506,395
営業利益 2,587,346

営業外損益
営業外収益

受取利息 100
雑収入 40,000 1,251,665

1,291,765
営業外費用 0
経常利益 632,077 3,247,034 3,879,111

税引前当期純利益 632,077 3,247,034 3,879,111
法人税・住民税及び事業税 - 803,114 803,114
当期純利益 632,077 2,443,920 3,075,997
当期未処分利益 632,077 2,443,920 3,075,997

科目

（別紙支出内訳書通り）

貸借対照表 2019年3月31日現在
科目 金額　　　（単位円） 科目 金額　　　（単位円）
【資産の部】
流動資産 16,241,186

【負債の部】
流動負債 1,676,545

当座資産 （16,241,186） 未払金 317,452

現金 73,371 預り金 23,493

預金 14,390,014 前受金 10,000

売掛金 1,767,381 未払法人税等 803,100

前払費用 10,420 未払消費税等 522,500

負債合計 1,676,545

【純資産の部】

資本金 902,699

剰余金 13,661,942

利益剰余金 6,776,415

当期未処分利益 6,885,527

（うち当期利益） 3,075,997

純資産合計 14,564,641

資産合計 16,241,186 負債・純資産合計 16,241,186



【議案第 3号：2019年度活動計画案】 

（１）認証事業等 

・シカ捕獲認証（DCC）制度：分割コース（6 - 7月）1回、短期集中コース（8月） 

1回開催予定 

・AAOエゾシカ料理マイスター認定 

（２）調査事業等 

・「平成 31年度洞爺湖中島エゾシカ春期捕獲業務」（終了） 

・「平成 31年度鳥獣被害防止総合対策交付金（鳥獣被害対策基盤支援事業）」（交付決定） 

・エゾシカ捕獲調査事業  

・イギリスシカ関係機関との連携強化 

（３）委員会等 

・エゾシカ管理のあり方検討部会オブザーバー 

（４）セミナー企画、シンポジウム開催等 

・第 19 回野生生物と交通研究発表会予定 

・札幌市生涯学習センター（美味しいエゾシカ学）等予定 

・エゾシカ協会主催シンポジウム「いま、あらためてエゾシカ問題を考える（案）」開催予定 

（５）その他 

・総会及びセミナーを開催（5月 25 日） 

・ニュースレター発行（2回） 

・ホームページ、SNS を活用した広報活動、会員メール配信、マスコミ対応 

 

【議案第４号：2019年度収支予算案】 

・事務局の組織見直しについて（第 42条 ４項） 

・専務理事の報酬額の見直しについて（第 12条の（３）） 



 

１．収入
2018年度予算 2019年度予算 増減

1,680,000 1,660,000
8,046,800 14,000,000

100 100
3,086,713 850,000

16,510,100
２．支出

2018年度予算 2019年度予算 増減
1 給与手当 3,530,000 2,160,000 △ 1,370,000
2 役員報酬 0 3,480,000 3,480,000
3 雑給 300,000 150,000 △ 150,000
4 賞与 300,000 150,000 △ 150,000
5 法定福利費 499,842 700,000 200,158
6 福利厚生費 0 20,000 20,000
7 謝金講師料 98,000 200,000 102,000
8 通信費 300,000 300,000 0
9 荷造運賃 46,000 30,000 △ 16,000

10 水道光熱費 264,000 240,000 △ 24,000
11 旅費交通費 1,202,000 3,000,000 1,798,000
12 広告宣伝費 60,000 60,000 0
13 接待交際費 10,000 50,000 40,000
14 会議費 149,000 50,000 △ 99,000
15 事務用品費 34,000 150,000 116,000
16 消耗品費 361,000 600,000 239,000
17 新聞図書費 60,000 20,000 △ 40,000
18 修繕費 0 0 0
19 地代家賃 152,000 715,000 563,000
20 車両費 320,000 320,000 0
21 保険料 80,000 200,000 120,000
22 租税公課 20,000 560,000 540,000
23 諸会費 1,350 50,000 48,650
24 支払手数料 602,000 600,000 △ 2,000
25 研修費 514,000 70,000 △ 444,000
26 賃借料 560,000 560,000 0
27 雑費 310,435 300,000 △ 10,435

合計 9,773,627 14,735,000 4,961,373

当期収入合計

会費収入
事業収入
利子
雑収入



【議案第５号：監事の選任について】 

・新監事 伊吾田 順平氏（NPO 法人西興部村猟区管理協会 事務局長） 

 

【議案第６号：事務所の移転に伴う定款の変更について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議案第７号：短期借入金】 

調査事業等を受託した場合、契約金額を限度として借入（銀行）し、代表理事決裁とする。 

 

【議案第 8号：その他】 

新 旧 

第 1 章 総 則  

（名 称）  

第 1 条 この法人は、一般社団法人エゾシ

カ協会と称する。  

（事務所）  

第 2 条 この法人は、主たる事務所を 江別

市 に置く。 

第 1 章 総 則  

（名 称）  

第 1 条 この法人は、一般社団法人エゾシ

カ協会と称する。  

（事務所）  

第 2 条 この法人は、主たる事務所を 札幌

市 に置く。 


